
社団法人広島県社会福祉士会                   200６年１０月 

 
権利擁護センター「ぱあとなあひろしま」では定例の相談会、成年後見制度の活用への取り組みと同時

に、後見人等の受任を受け活動をしています。会員の皆様のご理解とご協力をお願いします。 
  

 ＜＜定定例例無無料料相相談談会会＞＞  事事前前のの予予約約がが必必要要でですす。。  

・  広島県健康福祉センター（第１・３火曜日）13：00～16：00 電話 082-254-3434 
・  広島県社会福祉会館（第２・４火曜日）13：00～16：00 電話 082-254-3019 
・  すこやかセンターくれ（共催・第３火曜日）13：00～16：00 電話 0823-25-3505 

＜＜研研修修会会のの開開催催、、講講師師派派遣遣＞＞  

・ 広島市安芸区 7/13 成年後見制度研修会 参加者 40 名 
・ 広島市安芸区 7/18 成年後見制度研修会 参加者 90 名 
・ 東広島市 7/29 「わかりやすい成年後見制度の仕組み」 参加者１５名 
・ 広島市 9/16 リーガルサポート相談会 相談員 3 名派遣 
・ 呉市 9/22 成年後見制度活用研修  
・ 広島市安佐南区 9/27 成年後見制度研修会 
 

  ※成年後見制度に関する研修会、相談会の折には講師等を派遣しますので、ご相談ください。 

 ＜＜勉勉強強会会のの開開催催＞＞  

   （広島）南区役所別館南区地域福祉センター 第２水曜日 １９:００～ 
       7/12 「任意後見でどこまでできるのか」 参加者１５名 
       8/ 9 「高齢者虐待対応専門チームについて」 参加者１２名 
       9/13 「未成年後見人の交替について」 参加者 10 名 
    次回 10/11 南区民文化センター大会議室Ｂ（会場が通常と異なります。ご注意ください） 
   （尾道）尾道市総合福祉センター 第３火曜日１９:００～ 
       7/11 事例報告 参加者２０名 
       8/22 「後見活動事例、不動産売買など」 参加者１３名 
       9/26 「受任依頼のケースについて」 参加者 14 名 
   次回 10/17 
 ※勉強会には司法書士、弁護士、行政関係者等の出席もあり、後見制度に限らず情報交換の場でもあ

り、大変有意義な会となっています。会員ならどなたでも参加できます。是非のぞいてみてください。 

<<最最近近のの受受任任状状況況>>  

・ 福祉工場で働いている知的障害者の男性 保佐受任（7/6） 現在候補者依頼が 4 件ありま

す。初めて受任していただくぱ

あとなあ会員も増えています。 

・ 90歳女性 弁護士との複数後見受任（7/26） 
・ 福山市老健入所中の80歳女性 後見受任（6/27） 
・ 施設入所通知的障害者男性 後見受任（8/22） 

  

成成年年後後見見制制度度活活用用講講座座のの日日程程決決定定  今年度は４支部で開催します。ぜひご参加ください。 

西西支支部部  11 月月 2211 日日（（日日））  北北支支部部  11 月月 2288 日日（（日日））    

東東支支部部  22 月月 33 日日（（土土））  中中南南支支部部  22 月月 44 日日（（日日））    


